
疑義照会簡素化プロトコルに基づく処方修正・調剤後のフローチャート 

【小川薬薬連携版】                      小川赤十字病院薬剤部 

 

【保険薬局】 

合意書を交わした保険薬局が 

疑義照会簡素化プロトコルに基づき処方修正し調剤 

                        

 

処方修正報告書を FAX送信 

送信先 FAX：0493-72-0936 小川赤十字病院薬剤部 

 

 

【小川赤十字病院】 

  

小川赤十字病院薬剤部で FAXを受信 

 

 

プロトコル④⑥⑧⑨（下記参照）は 

次回からの処方に反映させる為に、担当薬剤師が診療録処方を修正後押印 

 

 

薬剤部が各科外来事務へ処方修正報告書を提出 

 

 

 

処方医が処方修正報告書を確認後押印 

 

 

処方医確認後、外来担当者がカルテへ取り込む 

 

※プロトコル④⑥⑧⑨ 

④一包化 

⑥処方日数の適正化 

⑧ビスホスホネート製剤の処方日数適正化 

⑨外用剤用法の追記 

 


